
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部に給電により動作する往復運動源を装備するとともに、本体部の往復運動源が設
けられた部分から一端側に延び、往復運動源に連結されるブラシ体の基体に植設された一
束の剛毛が長手方向に出入りするように案内するノズル部を設け 、前記基体を往復運動
源に連結してブラシ体を一束の剛毛の長手方向に往復運動させるようにし、ノズル部から
本体部の往復運動源を装備している部分までを、ノズル部を口腔内の各部に挿入し、また
移動させやすい 形状にするのに併せ、ブラシ体の と往復運動源との連結
部が 本体 とノズル部との着脱連結部に位置し、ノズル部が上に向いた姿勢に本体部を
把持したままでノズル部の先端を口腔内の歯のまわりのどの部分にも位置させ、また、歯
肉溝やこれが深くなったポケット内に一束の剛毛が長手方向に対向させられる向きとする

湾曲部を介した傾斜を先端部に設けたことを特徴とする電動歯ブラシ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電動歯ブラシに関し、特に、歯ブラシ体をこれの基体に植設した剛毛の長手方向
に振動的に往復移動させて歯磨きをしたり、歯ぐきをマッサージしたりすることができる
電動歯ブラシに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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特公昭６０－２６５３５号公報は、歯ブラシ体を電動ポンプから供給される水の圧力によ
り剛毛の長手方向と直角な向きに往復運動させながら、前記水をブラシ体による歯磨き部
やマッサージ部にジェット水流として噴射するようにした電動歯ブラシを開示している。
【０００３】
このものでは、水流の噴射と、ブラシ体の自動的で強制的な往復運動による強力な摺擦と
の相乗効果にて歯磨き効率が向上し、除去し難い歯垢も取れ易くなる。しかし、歯ブラシ
体の基体に植設した剛毛がこれの長手方向と直角な向きに往復運動されるのでは、剛毛の
先端が歯間および歯と歯ぐきとの間の凹凸にきっちり倣うことはできず、凹部、それも鋭
い窪みや隙間には剛毛の先端は及び難いので、これらの部分の歯磨き効率は格段に低く歯
垢を取るには至らず、歯の凸部しか十分な歯磨きはできない。また、逆に、歯の凸部を磨
き過ぎてほうろう質に傷をつけることが時として生じる。
【０００４】
歯ブラシ体を剛毛の長手方向に平行な軸線のまわりに回転させる電動歯ブラシも知られて
いるが、これも剛毛は長手方向と直角な向きに繰り返し旋回運動されるだけであるので、
上記した従来の往復運動方式のものと同様な問題がある。
【０００５】
一方、これらの問題を解消するのに、本願出願人は、国際公開番号ＷＯ－９４／１７６９
０（公開日１９９４年５月１８日）に係る発明の電動歯ブラシを提案している。
【０００６】
このものは、電動ポンプから供給される水をノズルから流出させながら、このノズルに通
したブラシ体の剛毛を、前記水の脈流によって剛毛の長手方向に往復運動させるものであ
る。これによると、剛毛はノズルから一定のストロークにて長手方向に繰り返し突出し、
歯の凸部に突き当たるときは剛毛群がまわりへばらけるように先端間が拡がりながら歯の
凸部の面に馴染んで進退してその面を摺擦し、凹部や隙間では剛毛群は凹部や隙間に対向
している範囲でその奥部に向かって束ねられるように先端間が密集しながら歯の凹部や隙
間の面に馴染んで進退してその面を強く摺擦するとともに、隙間には剛毛を抜き差しする
ので、歯の凹凸および隙間のどの部分も効率よく磨ける。また、歯と歯ぐきの間の歯肉溝
やこれが大きくなったポケットにも剛毛は歯の表面に沿う状態で剛毛の長手方向に出入り
して歯垢等の異物を効果的に除去することができるので歯の健康保持に有利である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、水流の脈動によりブラシ体を往復運動させるものは、水量が多くいるし、高い水
圧がいるので、容量の大きな水タンクおよび電動ポンプを備えた定置型の本体装置と接続
した状態でしか使用できず不便であるし、高価につく。しかも、水流の脈動によるブラシ
体の往復運動は毎分１２００回から２０００回程度のやや緩慢なもので、しかも動きはや
や不確かなため、歯磨き効率はまだ十分でない。
【０００８】
本発明は、このような問題を解消することを課題とし、簡単かつ安価で全体がハンディに
使用でき、しかも、歯ブラシ体の剛毛の長手方向の往復運動が確かで歯磨き効果の高い電
動歯ブラシを提供することを目的とするものである。
【０００９】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明の電動歯ブラシは、本体部に給電により
動作する往復運動源を装備するとともに、本体部の往復運動源が設けられた部分から一端
側に延び、往復運動源に連結されるブラシ体の基体に植設された一束の剛毛が長手方向に
出入りするように案内するノズル部を設け、前記基体を往復運動源に連結してブラシ体を
一束の剛毛の長手方向に往復運動させるようにし、ノズル部から本体部の往復運動源を装
備している部分までを、ノズル部を口腔内の各部に挿入し、また移動させやすい

形状にするのに併せ、ブラシ体の と往復運動源との連結部が 本体 とノズル部
との着脱連結部に位置し、ノズル部が上に向いた姿勢に本体部を把持したままでノズル部
の先端を口腔内の歯のまわりのどの部分にも位置させ、また、歯肉溝やこれが深くなった
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ポケット内に 剛毛が長手方向に対向させられる向きとする 湾曲部を
介した傾斜を先端部に設けたことを特徴とするものである。
【００１０】
　このような構成では、本体部を把持して、この本体部の一端側に延びるノズル部を口腔
内に挿入し、歯や歯ぐきのどの部分にもノズル部で出入りする 剛毛を当てがって歯
磨きやマッサージをすることができるが、電池室に装着する電池からの給電により動作す
る往復運動源の全てを装備しているので、従来のような定置型の本体と接続した状態でし
か使用できないものに比し、単独で小型かつハンディなものとなり使用しやすい。また、
ブラシ体は往復運動源によって 剛毛の長手方向に強制的に往復運動させるので、歯
磨き効果およびマッサージ効果の大きな 剛毛の長手方向の往復運動が、設定通りに
、従って毎分６０００回や１００００回と言った振動的な状態にも確実かつ強力に達成さ
れるので、従来の水流の脈流を利用したものに比し、歯磨き効果およびマッサージ効果が
向上する。しかも、往復運動源は基体に剛毛を一束植設しただけのブラシ体を往復運動さ
せればよいので小容量な小型のものでよい。従って、歯磨き効果およびマッサージ効果が
従来のものよりも高く、しかも、コンパクトで使いやすい、低コストなものとなり、ラン
ニングコストも安くつく。
　また、ノズル部から本体部の往復運動源を装備している部分までを 形状に
して、ノズル部を口腔内の各部に挿入し、また移動させやすくすることができ、歯磨きや
マッサージしやすいものとなる。特に、ノズル部が本体部の軸線に対し 湾
曲部を介して傾斜していることにより、ノズル部が上に向いた姿勢に本体部を把持したま
までノズル部の先端を口腔内の歯のまわりのどの部分にも位置させ、また、歯肉溝やこれ
が深くなったポケット内に 剛毛が長手方向に対向させられるので、各部を歯磨きし
またはマッサージするのに本体部の向きを複雑に操作しなくてよいので、使用しやすいし
、本体部に高所に設置される洗浄液タンクを接続していてもこれが邪魔になることはない
。
　さらに、ノズル部を本体部から着脱連結部にて取り外すことにより、ブラシ体を露出さ
せ、ブラシ体を往復運動源から着脱連結部にて取り外せるので、ブラシ体を極く小さく安
価な消耗部品として交換使用して、へたりや汚れのない 剛毛による効果的で衛生的
な歯磨きやマッサージを保証することができる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の幾つかの実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３８】
（実施の形態１）
本実施の形態１は図１の（ａ）、（ｂ）に示すように、一部ないしは全体がグリップ１を
なす本体部２に、洗浄液３を貯留する洗浄液タンク４、この洗浄液タンク４内の洗浄液３
を手動で吐出するポンプ５、電池室６、この電池室６に装着する電池７からの給電により
動作する往復運動源８を装備してこれらを内蔵し、本体部２の往復運動源８が設けられた
先端側部分から一端側に延び、往復運動源８に連結されるブラシ体１１の合成樹脂製とし
た基体１１ａに植設されたナイロン等の適宜な合成樹脂フィラメントよりなる剛毛１１ｂ
が長手方向に出入りするように案内し、かつ前記ポンプ５によって吐出される洗浄液３を
注出するノズル部１２を設け、前記基体１１ａを往復運動源８に連結してブラシ体１１を
剛毛１１ｂの長手方向に往復運動させるようにしてある。
【００３９】
本体部２およびノズル部１２は共に硬質の合成樹脂製であり、本体部２の尾端部には電池
室６を開閉して電池７を着脱・交換できるようにするキャップ１３が設けられている。キ
ャップ１３は突起１３ａを本体部２のキャップ嵌合面にあるＬ型の溝２０に嵌め合わせな
がら軸線方向に嵌合した後所定量回動することにより、Ｌ型の溝２０にて抜け止めされる
ようになっている。キャップ１３の底部には電池７をプラス電極１０に押圧するばね１４
を有し、このばね１４にはマイナス電極１５が接続され、これらプラス電極１０およびマ
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イナス電極１５は往復運動源８を駆動するモータ１６にスイッチ１７を介し接続され、ス
イッチ１７を操作部材１８によりオン、オフ操作してモータ１６を駆動および停止できる
ようにしている。マイナス電極１５は少なくとも、キャップ１３と本体部２との分離境界
部で、キャップ１３の抜け止め回動位置のときに繋がるようになっている。
【００４０】
洗浄液タンク４は電池室６と往復運動源８との間に本体部２と一体に設けられ、これの側
周に設けたネジ蓋１９により給液口４ａを開閉でき、閉じ状態ではネジ蓋１９によってシ
ールパッキング２１を介し密閉できるようになっている。往復運動源８は本体部２にこれ
の軸線と直角な向きに軸線が向いたモータ１６に直結したクランク機構であり、モータ軸
１６ａに円盤２２を直結し、この円盤２２の偏心位置と本体部２の軸線と平行に配した伝
達軸２３とをリンク２４にて連結し、伝達軸２３にブラシ体１１を着脱連結部２５にて着
脱できるように連結している。
【００４１】
着脱連結部２５は図３に示すように、伝達軸２３の先端にコの字型の連結金具２６を固定
し、この連結金具２６の先端連結片２６ａに係合溝２６ｂを形成し、この係合溝２６ｂに
ブラシ体１１の基体１１ａに設けた係合部１１ｃを前記係合溝２６ｂを有した連結片２６
ａに軸線と直角な向きにて係合することにより、伝達軸２３とブラシ体１１の基体１１ａ
とを軸線方向に一体に往復運動できるように接続する。そして、この接続状態の着脱連結
部２５は、本体部２とノズル部１２とが連続している部分内に位置して、ブラシ体１１の
基体１１ａと連結金具２６とが軸線に直角な向きに相対移動するのを制限されることによ
って、前記係合状態が解かれるようなことはなく、ブラシ体１１と伝達軸２３との連結状
態が確実に保たれるようになっている。
【００４２】
この意味で、連結金具２６と基体１１ａとは前記係合状態でノズル部１２と本体部２とが
連続している部分内で半径方向の遊びがない程、連結の保持状態が安定し、本実施の形態
１では基体１１ａと連結金具２６とが互いの係合状態にて、ノズル部１２と本体部２とが
連続する部分の内径にほぼ等しい外形の円筒形状をなすようにして、前記遊びが小さくな
るようにしている。ノズル部１２と本体部２とが連続する部分では、前記基体１１ａと連
結金具２６との着脱連結部２５に対応する部分に着脱連結部３２を設けてある。この着脱
連結部３２はノズル部１２側と本体部２側とを印籠嵌めし、この印籠嵌め部に設けたノズ
ル部１２側と本体部２側との凹条１２ａと凸条２ａとの弾性的な係合によって着脱できる
が、連結状態に適度に安定するようになっている。これら着脱連結部２５、３２の連結構
造および抜け止め構造の具体的構成は種々に設計変更することができる。
【００４３】
着脱連結部３２はこれの連結を解いてノズル部１２の側を本体部２側から取り外すと、着
脱連結部２５が露出し、これの連結を解いてブラシ体１１を自由に取り替えられる。
【００４４】
手動のポンプ５は、本体部２の側周面における、往復運動源８のモータ１６が設けられて
いる部分と真反対の部分にゴム製の加圧キャップ３３を当てがって本体部２との間に加圧
室３３ａを形成したもので、加圧キャップ３３に逆止弁付きの吸気口３３ｂが設けられ、
本体部２に逆止弁付きの吐出口３３ｃが設けられ、吐出口３３ｃには洗浄液タンク４内の
底部に達する給気パイプ３３ｄが接続されている。また洗浄液タンク４からはノズル部１
２に達する合成樹脂製の可撓性パイプよりなる洗浄液通路３４が設けられ、ポンプ５から
の給気によって加圧され押し出される洗浄液３をノズル部１２内に導き、ノズル部１２と
ブラシ体１１の剛毛１１ｂとの間、および剛毛１１ｂの間を通って流出し、剛毛１１ｂの
長手方向の往復運動によって歯磨きしている部分やマッサージしている部分に洗浄液３を
供給するようになっている。この洗浄液３の供給はポンプ５の手動操作によって何時でも
必要に応じて行えるし、これを行わずに剛毛１１ｂによる歯磨きやマッサージだけを行う
こともできる。
【００４５】
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本実施の形態１では、洗浄液通路３４の一部ないしは洗浄液タンク４との接続口に洗浄液
タンク４内の圧力に変動があっても、洗浄液通路３４に流出する流量や流速が一定になる
ようにする調圧弁３５が設けられているし、調圧状態の洗浄液必要に応じて流出させ、ま
たは、流出を停止させる開閉弁３６も設けられている。
【００４６】
また、本実施の形態１では、モータ１６をオン、オフする操作部材１８には往復運動源８
に対する操作アーム１８ａおよび開閉弁３６に対する操作アーム１８ｂが設けられ、操作
部材１８が図１の（ｂ）、図２の実線で示すモータ１６をオフする状態にあるとき、操作
アーム１８ａは鉤形部分１８ａ１がリンク２４の円盤２２との連結部２４ａに引っ掛かっ
て、これを洗浄液タンク４の側に引きつけ、往復運動源８を剛毛１１ｂがノズル部１２内
に引き入れて格納する状態に強制的に復元させて安定させる。また、操作アーム１８ｂは
開閉弁３６を閉じる。操作部材１８が図１の（ａ）、図２の仮想線で示すモータ１６をオ
ンする状態にあるとき、操作アーム１８ａは鉤形部分１８ａ１を前記リンク２４の連結部
２４ａの円盤２２上における公転軌跡外に位置して、往復運動源８が動作してもこれと干
渉しないようにし、操作アーム１８ｂは開閉弁３６を開くようにしてある。
【００４７】
しかし、調圧弁３５や開閉弁３６は必須のものでないし、操作部材１８による往復運動源
８や開閉弁３６との連動構造も必須ではない。
【００４８】
以上のような本実施の形態１では、グリップ１で本体部２を把持して、この本体部２の一
端側に延びるノズル部１２を口腔内に挿入し、歯や歯ぐきのどの部分にもノズル部１２を
出入りする剛毛１１ｂを当てがって歯磨きやマッサージをすることができる。本体部２に
この歯磨きやマッサージのために必要な、洗浄液３を貯留する洗浄液タンク４、この洗浄
液タンク４内の洗浄液３を手動で吐出するポンプ５、電池室６、この電池室６に装着する
電池７からの給電により動作する往復運動源８の全てを装備しているので、従来のような
定置型の本体と接続した状態でしか使用できないものに比し、単独で小型かつハンディな
ものとなり使用しやすい。
【００４９】
また、ブラシ体１１は往復運動源８によって剛毛１１ｂの長手方向に強制的に往復運動さ
せるので、歯磨き効果およびマッサージ効果の大きな剛毛１１ｂの長手方向の往復運動が
、設定通りに、従って毎分６０００回や１００００回と言った振動的な状態にも確実かつ
強力に達成されるので、従来の水流の脈流を利用したものに比し、歯磨き効果およびマッ
サージ効果が向上する。
【００５０】
しかも、洗浄液３はポンプ５を適宜働かせて必要に応じて、必要に応じた流量での吐出状
態で用いればよいし、歯ブラシ体１１の往復運動による歯磨きやマッサージに洗浄液３を
併用するにしても、洗浄液３は洗浄を満足する程度、例えば滴下する程度に補助的に供給
すれば足りるので、洗浄液３の必要量が従来の水流の脈流を利用したものに比し格段に少
なく、小型な本体部２に装備される小さな洗浄液タンク４内の洗浄液３で一回の歯磨きお
よびマッサージを十分に終えることができ、水以外の薬液を洗浄液３に用いる場合でも余
り高くつかない。本発明者らの実験によれば、洗浄液３は毎秒２滴位いの供給でよく、５
０ｃｃの洗浄液３を使用続けて５分の洗浄が可能であり、十分な歯磨き効果を達成するこ
とができた。
【００５１】
また、往復運動源８も基体１１ａに剛毛１１ｂを一束植設しただけのブラシ体１１を往復
運動させればよいので小容量な小型のものでよい。
【００５２】
従って、本実施の形態１のものは歯磨き効果およびマッサージ効果が従来のものよりも高
く、しかも、コンパクトで使いやすい、低コストなものとなり、ランニングコストも安く
つく。
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【００５３】
また、本実施の形態１では、図１の（ａ）に示すように、ノズル部１２の先端部は、本体
部２の軸線に対し湾曲部１２ｂを介してほぼ１２０°傾斜している。
【００５４】
この１２０°の傾斜により、ノズル部１２が上に向いた姿勢に本体部２を把持したままで
ノズル部１２の先端を口腔内の歯のまわりのどの部分にも位置させ、また、歯肉溝やこれ
が深くなったポケット内に剛毛１１ｂが長手方向に対向させられるので、各部を歯磨きし
またはマッサージするのに本体部２の向きを複雑に操作しなくてよいので、使用しやすい
し、本体部２に装備された洗浄液タンク４の底部がいつでも下向きとなり底部の洗浄液３
をもポンプ５にて吐出させやすいので残量を極く少なくすることができる。
【００５５】
また、往復運動源８が、モータ軸１６ａに連結されたクランク機構であって、簡単な機構
で所定ストロークの往復運動を高速かつ正確に達成することができるので、歯磨き効果お
よびマッサージ効果が向上し、過剰なストロークが生じて強制的な往復運動のために歯や
歯ぐきを傷めるような不都合を回避することができる。
【００５６】
特に、往復運動源８のクランク部８ａの回転軸Ｘが本体部２の軸線方向に対して直角とな
る向きに設置されていることにより、本体部２およびノズル部１２の軸線方向の往復運動
ストロークが得られ、これを前記軸線方向の伝達軸２３を介しブラシ体１１に伝達するこ
とにより、ノズル部１２から本体部２の往復運動源８を装備している部分までを、図１の
（ａ）に示すような細く長い形状にして、ノズル部１２を口腔内の各部に挿入し、また移
動させやすくすることができ、歯磨きやマッサージしやすいものとなる。本実施の形態１
では剛毛１１ｂの長手方向の往復運動ストロークは６ｍｍに設定してある。このように大
きなストロークによって歯磨き効果およびマッサージ効果が大きく向上する。しかし、こ
れに限られることはなく、２ｍｍ程度のストロークでも十分な効果は得られる。
【００５７】
さらに、手動のポンプ５は、それ自体が本体部２の側周面に露出して押圧操作されるもの
であり、このように露出する押圧操作部を有する場合を含め、本体部２を片手で把持した
まま、この片手の親指を押圧操作部に当てがって押圧操作し、歯磨きやマッサージをしな
がら必要に応じて洗浄液タンク４から洗浄液３を吐出し使用することが難なくできる。も
っとも、本実施の形態１のように調圧弁３５と開閉弁３６とがある場合、電動歯ブラシの
不使用時であっても、ポンプ５を操作して洗浄液タンク４内の洗浄液３を予め加圧してお
き、電動歯ブラシの使用に当たってはポンプ５の操作をしなくても開閉弁３６が開かれる
ことにより洗浄液３を一定の圧力および流量のもとに流出させられる。従って、場合によ
っては、往復運動源８の動作と無関係に開閉弁３６を手動で開閉することにより、洗浄液
３を必要に応じて吐出し使用するようにもできる。
【００５８】
また、本実施の形態１のように開閉弁３６が、往復運動源８をオン、オフする操作部材１
８のオン、オフ操作に連動して開閉される場合は、洗浄液タンク４内に加圧状態で貯留し
ておいた洗浄液３を、ブラシ体１１の剛毛１１ｂを長手方向に往復運動させて歯磨きやマ
ッサージを行うのに併せて、洗浄液３を自動的に吐出させて使用することができ、洗浄液
３を吐出するための特別な操作が不要となるので、使用に便利である。
【００５９】
また、上記のように往復運動源８が停止したとき、ブラシ体１１の剛毛１１ｂがノズル部
１２内に格納する位置に復元させるようにしてあり、ブラシ体１１の剛毛１１ｂが不使用
中はノズル部１２内に格納され、他のものと接するのを防止されるので、不使用中も突出
していて他のものと接触するなどにより不用意に損傷されるようなことを回避し、寿命の
長いものとすることができる。しかも、この復元を行う操作アーム１８ａは、前記したよ
うに往復運動源８をオン、オフする操作部材１８のオフ操作に連動して働き位置に移動し
、オン操作に連動して働き位置から退避するものである。
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【００６０】
このような構成では、特別な操作や駆動源なしに操作アーム１８ａが動作する往復運動源
８と干渉しないようにしたり、剛毛１１ｂがノズル部１２内に格納された状態になるよう
な状態に往復運動源８を復元させたりすることができ、使用に便利である。
【００６１】
また、上記したように、ノズル部１２を本体部２から着脱連結部３２にて取り外すことに
より、ブラシ体１１を露出させ、ブラシ体１１を往復運動源８から着脱連結部２５にて取
り外せるので、ブラシ体１１を極く小さく安価な消耗部品として交換使用して、へたりや
汚れのない剛毛１１ｂによる効果的で衛生的な歯磨きやマッサージを保証することができ
る。
【００６２】
（実施の形態２）
本実施の形態２は図４、図５に示すように、洗浄液３を所定の加圧状態で封入したカート
リッジタイプの洗浄液タンク４１を用いた点で、実施の形態１の場合と異なる。共通する
部材には同一の符号を付し、重複する図示および説明は省略する。
【００６３】
洗浄液タンク４１は調圧・開閉弁４２を基部に内蔵した吐出ノズル４３を有し、吐出ノズ
ル４３を内蔵したばねに抗して押し込まれることにより、調圧・開閉弁４２が開き洗浄液
３が吐出されるようになっている。本実施の形態２では、電池室６と往復運動源８の内蔵
部との間にタンク室４４を形成して、ヒンジ部４５を中心に開閉できる蓋４６を設け、蓋
４６を開くことにより洗浄液タンク４１をタンク室４４に着脱できるようにしてある。タ
ンク室４４の一端壁には吐出ノズル４３を接続する接続口４４ａを、他端壁には洗浄液タ
ンク４１を接続口４４ａ側に押圧するばね４７が設けられ、ばね４７は洗浄液タンク４１
を接続口４４ａの側に押圧することにより、吐出ノズル４３が接続口４４ａに挿入されて
突き当たることにより押し戻されて調圧・開閉弁４２を開いた状態とする。
【００６４】
従って、洗浄液タンク４１をタンク室４４に装着して接続口４４ａに接続すると、調圧・
開閉弁４２が開き、洗浄液３は流出する状態となる。
【００６５】
このため、本実施の形態２では、前記接続口４４ａに繋がる実施の形態１の場合と同様な
洗浄液通路３４の途中または接続口４４ａとの繋ぎ部に設けられる開閉弁３６の存在が必
須となり、この開閉弁３６を往復運動源８の動作とともに、あるいは必要に応じて開くこ
とにより、洗浄液３が洗浄液通路３４に流出できるようにする。
【００６６】
蓋４６は自由端部に一体成形したフック４６ａが本体部２側の係合凹部４８に弾性係合す
ることにより、閉じ状態に係止され、洗浄液タンク４１を装着状態に安定させるとともに
、外観を整える。蓋４６は前記フック４６ａと係合凹部４８との係合が外れるようにしな
がら開くことができ、洗浄液タンク４１をカートリッジ式に着脱したり交換したりできる
ようにする。
【００６７】
（実施の形態３）
本実施の形態３は図６～図８に示すように、往復運動源８のクランク部８ａの回転軸Ｘが
本体部２の軸線方向と一致する向きに設置された点が、実施の形態１の場合と大きく異な
る。これにより、本体部２の軸線方向に向くモータ軸ないしは連結軸５１を長くすること
により、本体部２のモータ１６から大きく離れてノズル部１２の基部に位置するクランク
部８ａを駆動し、ブラシ体１１の剛毛１１ｂを図１、図２の（ａ）に示すように先端によ
り近い位置から往復運動を与えて剛毛１１ｂが進出するときの逃げを小さくして歯磨き効
果およびマッサージ効果をさらに向上することができる。
【００６８】
本実施の形態３のクランク部８ａは、回転軸Ｘが本体部２の軸線に一致する向きの円盤２
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２上のクランクピン５２と、これの動きを本体部２の軸線に対し１２０°程度傾斜したノ
ズル部１２に案内される剛毛１１ｂを持ったブラシ体１１に伝達する伝達軸２３とを連結
するのに、図７の（ｂ）に示すようにクランクピン５２の先端に一体形成した球面部５２
ａと合成樹脂製の伝達軸２３に一体形成した椀状部２３ｂとを嵌め合わせた球面自在継手
を利用しており、円盤２２の回転によって伝達軸２３を介しブラシ体１１を往復運動させ
るときにブラシ体１１の姿勢が種々に変化しても問題ないようにしてある。
【００６９】
また、本体部２の着脱連結部３２はノズル部１２のノズル先端とノズル基部との間に設け
、ブラシ体１１の基体１１ａと伝達軸２３との間の着脱連結部２５は前記着脱連結部３２
に対応する部分としてある。本実施の形態３での着脱連結部２５は図７の（ｂ）に示すよ
うに伝達軸２３に一体成形した割溝付きの椀状部２３ｃと基体１１ａに一体成形した球状
部１１ｄとを弾性的に嵌め合わせて着脱できるようにしている。
【００７０】
また、本実施の形態３では、往復運動源８を復元させるのに、連結軸５１の途中にクラン
ク５３を形成する一方、モータ１６のオン、オフ操作する操作部材１８にラック・ギヤ機
構３０によって連動する操作アーム１８ｃを採用し、操作部材１８が図８の（ｂ）に示す
位置にあってモータ１６をオンしている間は、操作アーム１８ｃがクランク５３の公転軌
跡外に図８の（ａ）に示すように位置し、動作する往復運動源８と干渉し合わないように
しながら、操作部材１８が図８の（ａ）に示すようにモータ１６をオフする位置にあると
き、操作アーム１８ｃは図８の（ａ）に仮想線で示す位置に移動させられてクランク５３
を図８の（ａ）の仮想線で示す位置に押し動かして、ブラシ体１１の剛毛１１ｂがノズル
部１２内に引き込まれて格納された状態に安定させる。
【００７１】
他の構成は実施の形態１の場合と変わらないので、同じ部材には同一の符号を付し、重複
する説明は省略する。
【００７２】
（実施の形態４）
本実施の形態４は図９に示すように、往復運動源８は、ソレノイドコイル６１とこのソレ
ノイドコイル６１によって往復運動される磁性体のアクチュエータ６２とからなる電磁往
復運動機構としてある。ソレノイドコイル６１は図１０に示すように直流電源Ｅｄおよび
サイリスタＳ１、Ｓ２を用いたインバータ制御回路６３によって給電し、例えば毎分５０
００回～１００００回程度の振動的な往復運動を達成できるようにしている。他の構成は
実施の形態１の場合と変わらないので、同一部材には同一の符号を付し、重複する図示お
よび説明は省略する。
【００７３】
本実施の形態４では、電磁往復運動源８の電磁作用で往復運動されるアクチュエータ６２
の動きを直接ブラシ体１１に伝達してこれを往復運動させられるので、構成が簡略化し本
体部の小型化に寄与することができる。
【００７４】
また、上記のようなインバータ制御した給電により、直流電池を電源に用いて所定周波数
の往復運動を難なく実現することができる。
【００７５】
（実施の形態５）
本実施の形態５は図１１に示すように、例えばダイヤフラム型の電動のポンプ７１を採用
し、これを往復運動源８を駆動源として駆動されるようにしてある。
【００７６】
このために、円盤２２上のクランクピン７２を伝達軸２３で図示しないブラシ体に連結す
るのと同時に、ポンプ７１に軸７３にて連結し、往復運動源８が動作されてブラシ体の剛
毛を長手方向に往復運動させるのと同時に、ポンプ７１を駆動して洗浄液タンク４内の洗
浄液３を吸い出し、洗浄液通路３４に吐出するようにしてある。しかし、ポンプ７１は洗
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浄液３を加圧して吐出させるものでもよいのは勿論である。
【００７７】
このように、電動のポンプ７１を用いるのに往復運動源８を駆動源に共用するので、専用
の駆動源を省略することができ構成が簡略なものとなる。
【００７８】
（実施の形態６）
本実施の形態６は図１２に示すように、グリップ１をなす本体部２に、電池室６、この電
池室６に装着する電池７からの給電により動作する往復運動源８を装備し、かつ洗浄液３
を貯留して高所に設置される洗浄液タンク８１と合成樹脂製の可撓性チューブ８２にて接
続されるとともに、本体部２の往復運動源８が設けられた部分から一端側に延び、往復運
動源８に連結されるブラシ体１１の基体１１ａに植設された剛毛１１ｂが長手方向に出入
りするように案内し、かつ、前記洗浄液タンク８１から本体部２に流入してくる洗浄液３
を注出するノズル部１２を設け、前記基体１１ａを往復運動源８に連結してブラシ体１１
を剛毛１１ｂの長手方向に往復運動させるようにしてある。
【００７９】
洗浄液タンク８１は高所に設置するために、固定部に掛け止めるフック８３、および平滑
面に吸着する吸盤８４を有し、フック８３および吸盤８４のどちらによっても洗浄液タン
ク８１を高所に設置できるようにしてある。しかし、定置型のものを含み、どのように高
所に設定できるものでもよいが、本実施の形態６のものは手軽で安価なものとなる。
【００８０】
本体部２の可撓性チューブ８２の接続部からノズル部１２に至る洗浄液通路３４は、本体
部２の尾端部からノズル部１２の近くまで、本体部２の表面に近い部分に複数並列に設け
られ、総通路断面積が大きくなることにより、高所に設置される洗浄液タンク８１からの
洗浄液３の重力だけによるノズル部１２への流れをスムーズにするのと同時に、本体部２
がなすグリップ１を握る手によって洗浄液３が温められるので、冬季に洗浄液３が冷たい
ことで不快感を与えるようなことを防止することができる。本体部２とノズル部１２との
間の部分には、ノズル部１２に供給される洗浄液３が本体部２内を尾端部側に逆流するの
を防止し、かつモータ軸ないしは連結軸５１の途中を軸受するために、シール兼用の軸受
盤８５が設けられている。
【００８１】
本実施の形態６のように、洗浄液タンク８１が本体部２の外部にあり、しかも洗浄液タン
ク８１が高所に設置されることにより洗浄液３は重力で本体部２に流れ込みノズル部１２
から流出するので、洗浄液３の供給にポンプが不要であり、本体部２がさらに小さく、か
つ低コストなものとなる点で実施の形態１などよりも優れるし、洗浄液タンク８１は点滴
容器風のものをその都度取り替えて接続し使用できる便利がある。
【００８２】
【発明の効果】
　請求項１の発明によれば、本体部を把持して、この本体部の一端側に延びるノズル部を
口腔内に挿入し、歯や歯ぐきのどの部分にもノズル部で出入りする 剛毛を当てがっ
て歯磨きやマッサージをすることができるが、電池室に装着する電池からの給電により動
作する往復運動源の全てを装備しているので、従来のような定置型の本体と接続した状態
でしか使用できないものに比し、単独で小型かつハンディなものとなり使用しやすい。ま
た、ブラシ体は往復運動源によって 剛毛の長手方向に強制的に往復運動させるので
、歯磨き効果およびマッサージ効果の大きな 剛毛の長手方向の往復運動が、設定通
りに、従って毎分６０００回や１００００回と言った振動的な状態にも確実かつ強力に達
成されるので、従来の水流の脈流を利用したものに比し、歯磨き効果およびマッサージ効
果が向上する。しかも、往復運動源は基体に剛毛を一束植設しただけのブラシ体を往復運
動させればよいので小容量な小型のものでよい。従って、歯磨き効果およびマッサージ効
果が従来のものよりも高く、しかも、コンパクトで使いやすい、低コストなものとなり、
ランニングコストも安くつく。
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　また、ノズル部から本体部の往復運動源を装備している部分までを 形状に
して、ノズル部を口腔内の各部に挿入し、また移動させやすくすることができ、歯磨きや
マッサージしやすいものとなる。特に、ノズル部が本体部の軸線に対し 湾
曲部を介して傾斜していることにより、ノズル部が上に向いた姿勢に本体部を把持したま
までノズル部の先端を口腔内の歯のまわりのどの部分にも位置させ、また、歯肉溝やこれ
が深くなったポケット内に 剛毛が長手方向に対向させられるので、各部を歯磨きし
またはマッサージするのに本体部の向きを複雑に操作しなくてよいので、使用しやすいし
、本体部に高所に設置される洗浄液タンクを接続していてもこれが邪魔になることはない
。
　さらに、ノズル部を本体部から着脱連結部にて取り外すことにより、ブラシ体を露出さ
せ、ブラシ体を往復運動源から着脱連結部にて取り外せるので、ブラシ体を極く小さく安
価な消耗部品として交換使用して、へたりや汚れのない 剛毛による効果的で衛生的
な歯磨きやマッサージを保証することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１を示す電動歯ブラシの断面図および平面図である。
【図２】図１の電動歯ブラシの一部の断面図である。
【図３】図１の電動歯ブラシのブラシ体と往復運動源との着脱連結部の分解斜視図である
。
【図４】本発明の実施の形態２を示す電動歯ブラシの要部の斜視図である。
【図５】図４の断面図である。
【図６】本発明の実施の形態３を示す電動歯ブラシの一部を断面して見た側面図である。
【図７】図６の電動歯ブラシのノズル部を示す断面図およびブラシ体と往復運動源との着
脱連結部の分解斜視図である。
【図８】図６の電動歯ブラシの往復運動源の復元機構を示す断面図および側面図である。
【図９】本発明の実施の形態４を示す電動歯ブラシの断面図である。
【図１０】図９の電動歯ブラシの往復運動源のインバータ制御回路図である。
【図１１】本発明の実施の形態５を示す電動歯ブラシの要部の機構図である。
【図１２】本発明の実施の形態６を示す電動歯ブラシの断面図である。
【符号の説明】
１　グリップ
２　本体部
３　洗浄液
４、４１、８１　洗浄液タンク
５、７１　ポンプ
６　電池室
７　電池
８　往復運動源
８ａ　クランク部
１６　モータ
１７　スイッチ
１８　操作部材
１８ａ、１８ｂ、１８ｃ　操作アーム
２２　円盤
２３　伝達軸
２４　リンク
２５、３２　着脱連結部
３４　洗浄液通路
３５　調圧弁
３６　開閉弁
４２　調圧・開閉弁
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４３　吐出ノズル
４４　タンク室
５１　連結軸
５３　クランク
６１　ソレノイドコイル
６２　アクチュエータ
６３　インバータ制御回路
７２　クランクピン
７３　軸
８２　可撓性チューブ
８３　フック
８４　吸盤
Ｘ　回転軸
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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